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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽に向けて送風し、かつ送風量が可変する送風部と、
　脱衣室の温度を検知する脱衣室温度検知部と、
　前記送風部の送風量を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記送風部が送風を開始した後、送風量が段階的に大きくなるように送
風する風量可変モードと、送風量が一定の風量一定モードとを備え、前記脱衣室温度検知
部が検知した温度が所定の温度未満である場合に、前記風量可変モードを選択することを
特徴とする浴室送風機。
【請求項２】
　前記制御部は、前記脱衣室温度検知部が検知した温度が所定の温度以上である場合に、
前記風量一定モードを選択することを特徴とする請求項１に記載の浴室送風機。
【請求項３】
　通信機器より設定された前記風量可変モードの設定条件を受信する受信部を備えた請求
項１または２に記載の浴室送風機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室の天井裏等に設置され、浴槽内の入浴中の使用者に向かって送風する浴
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室送風機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の浴室送風機としては、浴室の天井または壁に設置され、入浴中の使用者
の頭部や顔面付近に向けて送風するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。以
下、その浴室送風機について説明する。
【０００３】
　浴室送風機１０１は入浴中の使用者に向かって送風することができ、使用者の体感温度
を下げ、爽快感を与えることができる。
【０００４】
　また、この種の浴室送風機としては、温風を吹出せる構成にしているものもある（例え
ば、特許文献２参照）。以下、その浴室送風機について説明する。
【０００５】
　浴室送風機１０２は浴槽内の入浴中の使用者に向かって送風することができ、使用者の
体感温度を下げ、爽快感を与えることができる。また、浴室送風機１０２は温風を吹出す
ことも可能であり、冬期には温風を洗い場側に吹出すことにより使用者の寒さを防止する
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平７－１０２６４号公報
【特許文献２】特開平８－２９６８９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような従来の浴室送風機においては、浴槽内の入浴中の使用者に向かって送風する
ことにより使用者に爽快感を提供することができるが、一方冬期に入浴開始時から浴槽内
の入浴中の使用者に送風すると、使用者が寒く感じるという課題があった。
【０００８】
　また、冬期に温風を洗い場側に吹出す構成にした場合、入浴開始時の送風による寒さを
防止することができるが、その後使用者の体温が十分高くなった場合に温風による送風運
転を継続すると、逆にのぼせを助長してしまうという課題があった。
【０００９】
　また、上記のような従来の浴室送風機では、使用者が入浴中に送風モードを操作できる
ように構成し、使用者の体温が十分高くなった時点で使用者に向けて送風できるようにし
た場合であっても、送風開始前後の体感温度の差は大きく、送風開始前の風がない状態で
はのぼせがちになり、送風開始直後は風による冷却効果で使用者が寒さを感じやすいとい
う課題があった。
【００１０】
　そこで本発明は、上記の課題を解決するものであり、冬期において浴槽内の入浴中の使
用者が寒さやのぼせを感じることなく、入浴中一貫して爽快感を感じてリラックスした状
態を保つことができる浴室送風機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そして、この目的を達成するために、本発明に係る浴室送風機は、浴槽に向けて送風し
、かつ送風量が可変する送風部と、前記送風部の送風量を制御する制御部とを備え、前記
制御部は、前記送風部が送風を開始した後、送風量が段階的に大きくなるように送風する
風量可変モードを備えた浴室送風機であり、これにより所期の目的を達成するものである
。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明の構成により、冬期において入浴開始時には微風量で送風することにより使用者
に寒さを感じさせない。また所定時間の入浴後、使用者の体が温まってゆくにつれて送風
量を段階的に大きくすることにより、従来の送風開始前後における体感温度の差を和らげ
ることができる。さらに所定時間の経過後、使用者が満足する程度に温まった時点におい
て大風量で送風することにより、のぼせを防止することができる。
【００１３】
　従って本発明によって、冬期においても入浴中の使用者が寒さやのぼせを感じることな
く、入浴中一貫して爽快感を感じてリラックスした状態を保つことができるという効果を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１の浴室送風機１の構成を示す概略図
【図２】浴室送風機１の動作を示すフロー図
【図３】送風開始からの経過時間と送風量の関係を示したグラフ
【図４】本発明の実施の形態２の浴室送風機１０の構成を示す概略図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る浴室送風機は、浴槽内の入浴中の使用者に向けて送風し、かつ送風量が可
変する送風部と、送風部の送風量を制御する制御部とを備え、制御部は、送風部が送風を
開始した後、送風量が段階的に大きくなるように送風する風量可変モードを備えた構成を
有する。
【００１６】
　これにより、冬期において入浴開始時には微風量で送風することにより使用者に寒さを
感じさせない。また所定時間の入浴後、使用者の体が温まってゆくにつれて送風量を段階
的に大きくすることにより、従来の送風開始前後における体感温度の差を和らげることが
できる。さらに所定時間の経過後、使用者が満足する程度に温まった時点において大風量
で送風することにより、のぼせを防止することができる。
【００１７】
　従って冬期においても浴槽内の入浴中の使用者が寒さやのぼせを感じることなく、入浴
中一貫して爽快感を感じてリラックスした状態を保つことができるという効果を得ること
ができる。
【００１８】
　また、制御部は、風量可変モードと送風量が一定の風量一定モードとを備え、いずれか
一方の送風モードを選択する構成にしてもよい。
【００１９】
　これにより、冬期には風量可変モードで送風し、夏期と中間期には風量一定モードで送
風することができ、季節に応じて使用者が入浴中一貫して爽快感を感じてリラックスした
状態を保つことができるという効果を得ることができる。
【００２０】
　また、脱衣室の温度を検知する脱衣室温度検知部を備え、脱衣室温度検知部が検知した
温度が所定の温度以下である場合に、制御部が風量可変モードを選択する構成にしてもよ
い。
【００２１】
　これにより、前記制御部が脱衣室温度から実際の使用環境に応じた適切な季節の判断を
するので、使用者が毎回送風モードを指定する必要がなく、使用者の利便性が増すという
効果を得ることができる。
【００２２】
　また、前記制御部は、操作部から選択した送風モードに基づいて送風量を制御する構成
にしてもよい。
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【００２３】
　これにより、使用者が操作部より自らの特性や状態に合わせた送風モードで送風するこ
とができ、使用者が入浴中一貫して爽快感を感じてリラックスした状態を保つことができ
るという効果を高めることができる。
【００２４】
　また、通信機器または操作部より設定された風量可変モードの設定条件を受信する受信
部を備えた構成にしてもよい。
【００２５】
　これにより、のぼせやすさや風の感じやすさといった使用者の特性に合わせてカスタマ
イズした風量可変モードで送風することができ、使用者が入浴中一貫して爽快感を感じて
リラックスした状態を保つことができるという効果を高めることができる。
【００２６】
　また、使用者が使い慣れた通信機器で設定した設定条件に基づいて送風することができ
るので、使用者の利便性が増すという効果を得ることができる。
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２８】
　（実施の形態１）
　はじめに浴室送風機１の構成について、図１を用いて説明する。図１は浴室送風機１の
構成を示す概略図である。図１に示すように、浴室送風機１は浴室の天井裏に設置され、
送風部２、制御部としてのマイクロコンピューター（以下、マイコン）３、筐体４、パネ
ル５、操作スイッチ６、脱衣室温度検知部としての脱衣室温度センサー７を備えている。
【００２９】
　送風部２は、吸込み口２ａ、吹出し口２ｂ、吸込み口２ａと吹出し口２ｂをつなぐ風路
、風路の中にあるファン、ファンを動かすモーター（風路、ファン、モーターは図示せず
）を備えている。送風部２全体としては浴室内部の空気を吸込み口２ａから吸って、吹出
し口２ｂから再度浴室内部に吹出す仕組みになっている。
【００３０】
　なお、吸込み口２ａは他の場所（例えば脱衣室や外気）から空気を吸込むように構成し
、他の場所の空気を浴槽８内の入浴中の使用者に向かって吹出すようにしてもよい。その
場合、浴室内部よりも低温低湿の空気を浴槽８内の入浴中の使用者に当てることができ、
送風による冷却効果はより一層大きいものになる。
【００３１】
　送風部２の送風量は可変するように構成されている。具体的な送風量の可変手段は、モ
ーターがＤＣモーターであり、数段階のノッチで回転数を変更することである。モーター
の回転数をより多くの段階で切り替えることも可能であり、さらに回転数を段階的に切り
替えるのではなく、連続的に変化させても良い。本実施例においてはモーターの回転数が
異なる５段階に設定する。
【００３２】
　また、吹出し口２ｂから吹出した風は浴槽内の使用者の頭部に向けて送風されるように
ルーバー等によって風向が調整されている。
【００３３】
　マイコン３は操作スイッチ６で入力された指示をもとに、モーターに送風モードに応じ
た指令を出してモーターを制御する。詳細な送風モードの内容は後述する。
【００３４】
　操作スイッチ６は使用者が送風開始と送風終了を指示するためのスイッチである。一般
的に、使用者が洗い場で体を洗った後に浴槽に入った状態で送風開始を指示するという使
用形態が想定されるため、操作スイッチ６は浴室内の特に浴槽から手が届く範囲に配置す
ることが望ましい。
【００３５】
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　脱衣室温度センサー７は脱衣室の温度を検知して、マイコン３に温度情報を送るもので
ある。脱衣室の温度は外気や浴室の温度よりも比較的安定しており、季節を判断するため
の指標として効果的である。本実施例では、脱衣室温度センサー７にはサーミスタ等の一
般的な温度センサーを使用するが、それ以外の素子であっても良い。また、温度センサー
が設けられる場所は、比較的安定した温度環境で季節を判断に適する場所であれば良く、
例として廊下や居間等の部屋であっても良い。
【００３６】
　次に浴室送風機１の動作について、図２を用いて説明する。図２は浴室送風機１の動作
を示すフロー図である。
【００３７】
　図２に示すように、はじめに使用者が操作スイッチ６で送風開始を指示すると（Ｓ１）
、次にマイコン３は季節を判断する（Ｓ２）。
【００３８】
　Ｓ２でマイコン３は脱衣室温度センサー７の温度が所定の温度、例えば２０℃未満の場
合は冬期であると判断し、所定の温度以上の場合は夏期または中間期であると判断する。
このとき、冬期でも暖房の設定温度が高い住宅等でマイコン３が夏期または中間期である
と判断する場合があるが、その場合使用者が冬期でも比較的暖かい環境で生活していると
考えられるため、送風モードが夏期または中間期を想定した風量一定モードであっても構
わない。
【００３９】
　上記のように、マイコン３が脱衣室の温度で季節を判断するので、使用者が毎回送風モ
ードを指定する必要がなく、使用者の利便性が増す。
【００４０】
　Ｓ２でマイコン３が冬期と判断した場合、マイコン３は送風モードを風量可変モードに
設定して送風を開始する（Ｓ３）。風量可変モードは送風開始後、送風量が段階的に大き
くなる送風モードである。マイコン３は内部にタイマー機能を有し、送風開始からの経過
時間に応じて送風量が段階的に大きくなるようにモーターのノッチを上げていく。
【００４１】
　送風開始からの経過時間と送風量の関係を図３に示す。図３は送風開始からの経過時間
と送風量の関係を示したグラフである。最大送風量Ｖ５は冷却効果が十分に大きく、かつ
使用者が息苦しくない程度の風速を与えられる送風量とする。本実施形態の目安としては
風速で１．０～２．０ｍ／ｓ程度、送風量で１５０～２５０ｍ３／ｈ程度である。また、
最大送風量Ｖ５になる時間ｔ５は使用者の体が十分に温まるタイミングとする。本実施形
態の目安としては１０～１５分程度である。
【００４２】
　冬期において上記のように送風量を制御すると、入浴開始時（ｔ１）には微風量（Ｖ１

）で送風することにより使用者に寒さを感じさせない。また所定時間の入浴後、使用者の
体が温まってゆく（ｔ２～４）につれて送風量を段階的に大きくする（Ｖ２～４）ことに
より、送風量が大きいＶ４、Ｖ５等を送風開始時から受ける場合と比較して体感温度の差
を和らげることができる。さらに所定時間の経過後、使用者が満足する程度に温まった時
点（ｔ５）において大風量（Ｖ５）で送風することにより、のぼせを防止することができ
る。
【００４３】
　一方、Ｓ２でマイコン３が夏期または中間期であると判断した場合、マイコン３は送風
モードを風量一定モードに設定して送風を開始する（Ｓ４）。風量一定モードは送風量が
送風開始から最大送風量Ｖ５で一定という送風モードである。夏期においては、使用者は
入浴前から継続的に暑さを感じていると想定されるため、送風開始時から大風量の風を送
ることによって使用者に爽快感を与えることができる。
【００４４】
　上記のように、浴室送風機１は脱衣室の温度により季節を判断し、冬期には送風量が段



(6) JP 6868762 B2 2021.5.12

10

20

30

40

50

階的に大きくなる風量可変モード、夏期には送風量を最大で一定に保つ風量一定モードで
運転するので、季節に応じて使用者が入浴中一貫して爽快感を感じてリラックスした状態
を保つことができる。
【００４５】
　最後に使用者が操作スイッチ６で送風終了を指示すると、マイコン３は送風を終了する
（Ｓ５）。本実施例では使用者が操作スイッチ６で送風終了を指示しているが、これ以外
の手段として、送風開始から所定時間後に自動的に送風を終了するようにしても良い。
【００４６】
　なお、本実施例ではマイコン３が判断した季節によって送風モードを選択する構成にし
たが、使用者が送風モードを選択できるように構成してもよい。その場合、操作スイッチ
６に送風モード選択ボタンが搭載されており、使用者は送風開始前に送風モード選択ボタ
ンを操作して風量可変モードと風量一定モードのいずれか一つを選択する。
【００４７】
　上記のように使用者が送風モードを選択できるようにすると、使用者の特性や状態に合
わせた送風モードで送風することができ、使用者が入浴中一貫して爽快感を感じてリラッ
クスした状態を保つことができるという効果を高めることができる。
【００４８】
　さらに、使用者は浴室送風機１の風量可変モードの条件設定が可能な操作部（図示せず
）を操作スイッチ６に追加して設けることが可能である。風量可変モードの設定条件とし
て、送風量、送風時間、送風方向等が挙げられる。例として、図３に示す最大送風量Ｖ５

と最大送風量になるときの送風開始からの経過時間ｔ５が入力できるので、使用者はそれ
らの条件を好みに応じて入力する。この構成によって、使用者が入力した設定条件に基づ
いて送風することにより、のぼせやすさや風の感じやすさといった使用者の特性に合わせ
てカスタマイズした風量可変モードで送風することができ、使用者が入浴中一貫して爽快
感を感じてリラックスした状態を保つことができるという効果を高めることができる。
【００４９】
　（実施の形態２）
　他の実施形態である浴室送風機１０の構成について、図４を用いて説明する。図４は浴
室送風機１０の構成を示す概略図である。図４において、図１と同様の構成要素について
は同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００５０】
　浴室送風機１０は受信部としての受信センサー１１を備え、マイコン３は受信センサー
１１が受信した情報に基づいて風量可変モードの設定条件を変更することができる。
【００５１】
　受信センサー１１に情報を送信する通信機器としてはスマートフォン等の携帯可能な通
信機器があり、通信機器の送信端末と受信センサー１１はＮＦＣ通信等の通信手段により
情報を送受信することができる。
【００５２】
　浴室送風機１０は使用者が風量可変モードの条件を好みに応じて設定できることが特徴
である。以下、風量可変モードの設定の仕方について説明する。
【００５３】
　はじめに使用者は浴室送風機１０の風量可変モードの条件設定ができるアプリケーショ
ンをインターネットからダウンロードしておく。上記のアプリケーションでは風量可変モ
ードの設定条件として、送風量、送風時間、送風方向等が挙げられる。例として、図３に
示す最大送風量Ｖ５と最大送風量になるときの送風開始からの経過時間ｔ５が入力できる
ので、使用者はそれらの条件を好みに応じて入力する。
【００５４】
　次に使用者が通信機器の送信端末から上記の設定条件を送信すると、受信センサー１１
が設定条件の情報を受信し、マイコン３に送る。マイコン３は最大送風量Ｖ５と最大送風
量になるときの送風開始からの経過時間ｔ５に応じて、それ以外の送風量Ｖ１～４と各送
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風量になるときの送風開始からの経過時間ｔ２～４を、図３のように概ね等間隔になるよ
うに決定する。
【００５５】
　最後に使用者が実際に入浴して操作スイッチ６で送風開始を指示すると、マイコン３は
上記のように作成した風量可変モードに基づいてモーターに運転を制御する。
【００５６】
　以上のように、浴室送風機１０は使用者が入力した設定条件に基づいて送風することに
より、のぼせやすさや風の感じやすさといった使用者の特性に合わせてカスタマイズした
風量可変モードで送風することができ、使用者が入浴中一貫して爽快感を感じてリラック
スした状態を保つことができるという効果を高めることができる。
【００５７】
　また浴室送風機１０は、使用者が使い慣れた通信機器で設定した設定条件に基づいて送
風することができるので、使用者の利便性が増すという効果を得ることができる。
【００５８】
　なお、本実施例では風量可変モードの条件設定についてのみ説明したが、風量一定モー
ドについても同様に通信機器によって風量を設定できるようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明に係る浴室送風機は、冬期において入浴中の使用者が寒さやのぼせを感じること
なく、入浴中一貫して爽快感を感じてリラックスした状態を保つことができるものである
ので、浴室の天井裏等に設置され、入浴中の使用者に向かって送風する浴室送風機等とし
て有用である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　　浴室送風機
　２　　送風部
　３　　マイクロコンピューター
　６　　操作スイッチ
　７　　脱衣室温度センサー
　８　　浴槽
　１０　　浴室送風機
　１１　　受信センサー
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